
（2025.10作成）

（できるだけ事業主を経由して提出）

（できるだけ事業主を経由して提出）

☆　�高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書はマイナンバーを
記載して提出してください。
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1

各月の賃金額が386,922円未満（令和７年７月31日までは376,750円未満）

1

2

　高年齢雇用継続給付とは、被保険者であった期間（短期雇用特例被保険者であった

期間を含む。以下同じ。）が通算して５年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者（短

期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く。以下同じ。）の方が、60歳到達時ま

たはその後の受給資格発生時点（以下「60歳到達時等」という。）と比べて75％未満

の賃金で働いている場合に、賃金の10％（※）を限度として支給する給付制度です。

※令和７年３月 31 日以前に受給資格要件を満たす方については15％となります。



2

3

4
１　支給額は
　�　支給額は、各支給対象月ごとに、支給対象月の賃金額注1）（みなし賃金注2）を含む）の「低

下率」(60歳到達時等賃金月額と比較しての割合）に応じて、次の計算式により算定

されます。

　⑴　低下率が、64％以下の場合

　　　　・　支給額=実際に支払われた賃金 × 10％

　　　　　　［例示］60歳到達時等賃金月額40万円、支給対象月の賃金額24万円の場合

　　　　　　　　　  ◦支給額＝240,000円×10％＝24,000円



3

か

か

　⑵　低下率が、64％を越えて75％未満の場合

　　　イ　低下率（Ｘ）＝�支給対象月の賃金額（みなし賃金を含む）÷60歳到達時等賃

金月額×100

　　　ロ　支給率（Ｙ）＝

　　　ハ　支給額＝実際に支払われた賃金額 × Ｙ ×

　　　　　�※上記イ、ロについての端数計算は、小数点以下第３位を四捨五入したうえ

で同第２位まで算定し、ハについては、小数点以下切り捨てとなります。

　　　　　  〔例示〕�60歳到達時等賃金月額30万円、支給対象月の賃金額は欠勤により２万円減額

され18万円支払われた場合

　　　　　　　　　 ◦低下率（Ｘ）＝200,000（180,000＋20,000）円÷300,000×100＝66.67

　　　　　　　　　 ◦支給率（Ｙ）＝

　　　　　　　　　 ◦支給額＝180,000 × 7.27 × 　　　 ＝ 13,086円

−64Ｘ＋ 4,800  
×
   100  

　　　110　　　　　  Ｘ

−64×66.67＋4,800 
×
 　100　 

＝ 7.27
　　　　110　　　　　　 66.67

　1　
 100

　1　

 100



4

賃金が386,922円（令和７年８月１日

2,411円（令和７年８月１日

386,922円

　令和７年３月 31日以前に 60歳に達した日（その日時点で被保険者であった期間が５年以上な

い方はその期間が５年以上となった日）を迎えた方の支給率は、低下率が 61％以下の場合は賃金

額の 15％、低下率が 61％超 75％未満の場合は支給対象月に支払われた賃金額（みなし賃金額）

が増える程度に応じ 15％から一定の割合で減じた率、低下率が 75％以上の場合は 0.00％となり

ます。支給限度額・最低限度額の扱いは変わりません。

〔例示〕賃金月額が220,000円、支給対象月の賃金が162,800円である場合

　　　　◦低下率＝162,800円÷220,000円×100＝74.0％

　　　　◦支給率＝

　　　　◦支給額＝162,800円 × 0.79 ×　　　 ＝1,286円（≦2,411）

　　　　◦実際の支給額＝ 0円　※不支給となります

【注３）令和７年８月１日以降】

「毎月勤労統計」の平均定期給与額により、毎年８月１日に改定されます。

［令和７年７月31日まで：支給限度額376,750円、最低限度額2,295円］

−64×74.0＋4,800 
×
   100   

＝0.79%
　　　　110　　　　　  74.0

　1　

 100



5

☆　できるだけ事業主を経由して提出するようにしてください。

ハローワークが指定した支給申請月に２か月分ずつ（奇数月・

偶数月）行っていただきます。

5



6

月

401025

5,829円

5,829円

071007

７
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28
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071106
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6

この場合は、令和７
年10月〜令和12年10
月（65歳）と な り
ます。
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※年末年始やゴールデンウィーク等、金融機関の休日が続く場合は、その分入金が遅れます。
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8

者資格喪失届」と併せて「高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出してください。

おいて５月中に支払われた賃金額を記載してください。
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9

受給資格に係る離職の日の翌日から起算して４年を経過する日までの間（延

本人の住居所を管轄するハローワークに提出してくださ

い。

長された期間が４年に満たない場合は当該期間の最後の日までの間）に、②は定年等の

理由により離職した日の翌日から起算して２か月以内に行ってください。

9

10
　高年齢雇用継続給付の受給資格者が死亡した場合は、死亡した日の翌日の属する月

の前月までについて、遺族が支給申請を行うことができます。これを「未支給高年齢

雇用継続給付」といいます。

　この請求は、死亡した日の翌日から起算して６か月以内にしなければなりません。



10

３か月以内に岩手労働局雇用保険審査官（宮城労働局職業安定課内）に審査請求

納付

。

。

。

11

12



11

六十歳到達時等賃
金証明書

年齢が確認できる
運転免許証もしく
は住民票等（コピー
可）

高年齢雇用継続給
付支給申請書

高年齢雇用継続給
付支給申請書

高年齢雇用継続給
付支給申請書

引き続き30日以上職
業に就くことができ
なくなった日の翌日
から延長後の受給期
間の最後の日までに

得

も
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◆令和７年８月１日現在（毎年８月１日に変更）

　◦60歳到達時の賃金月額：上限額　508,200円、下限額　90,420円

　◦高年齢雇用継続給付の支給額：限度額　386,922円、最低限度額　2,411円

令和７年４月１日以降に受給資格を満たす方

1

低　下　率 支　給　率

75.00％以上 0.00％

74.50％ 0.39％

74.00％ 0.79％

73.50％ 1.19％

73.00％ 1.59％

72.50％ 2.01％

72.00％ 2.42％

71.50％ 2.85％

71.00％ 3.28％

70.50％ 3.71％

70.00％ 4.16％

69.50％ 4.60％

69.00％ 5.06％

68.50％ 5.52％

低　下　率 支　給　率

68.00％  5.99％

67.50％  6.46％

67.00％  6.95％

66.50％  7.44％

66.00％  7.93％

65.50％  8.44％

65.00％  8.95％

64.50％  9.47％

64.00％以下 10.00％
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◆令和７年８月１日現在（毎年８月１日に変更）

　◦60歳到達時の賃金月額：上限額　508,200円、下限額　90,420円

　◦高年齢雇用継続給付の支給額：限度額　386,922円、最低限度額　2,411円

2

60 歳以降
各月の賃金

60歳到達時等賃金月額（賃金日額×30日分）
508,200
円以上 50万 45万 40万 35万 30万 25万 20万

36万 12,312 8,712 0 0 0 0 0 0

35万 18,130 14,560 0 0 0 0 0 0

34万 23,936 20,366 0 0 0 0 0 0

33万 29,733 26,169 4,389 0 0 0 0 0

32万 32,000 32,000 10,176 0 0 0 0 0

31万 31,000 31,000 15,996 0 0 0 0 0

30万 30,000 30,000 21,810 0 0 0 0 0

29万 29,000 29,000 27,637 5,829 0 0 0 0

28万 28,000 28,000 28,000 11,648 0 0 0 0

27万 27,000 27,000 27,000 17,442 0 0 0 0

26万 26,000 26,000 26,000 23,270 1,456 0 0 0

25万 25,000 25,000 25,000 25,000 7,275 0 0 0

24万 24,000 24,000 24,000 24,000 13,104 0 0 0

23万 23,000 23,000 23,000 23,000 18,929 0 0 0

22万 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 2,926 0 0

21万 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 8,736 0 0

20万 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 14,540 0 0

19万 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 0 0

18万 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 4,356 0

17万 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 10,183 0

16万 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 0

令和７年４月１日以降に受給資格を満たす方





県内ハローワーク（公共職業安定所）一覧

ハローワーク 所　　　在　　　地 電　話　番　号

ハ ロ ー ワ ー ク 盛 岡
〒020 –0885
盛岡市紺屋町 ７－ 26

019（624）8906
( 雇用保険適用課直通）

ハローワーク沼宮内
〒028 –4301
岩手郡岩手町沼宮内 ７－ 11 － 3

0195（62）2139

ハ ロ ー ワ ー ク 釜 石
〒026 –0043
釜石市新町 6－ 55

0193（23）8609

ハ ロ ー ワ ー ク 遠 野
〒028 –0524
遠野市新町 2－ ７

0198（62）2842

ハ ロ ー ワ ー ク 宮 古
〒027 –0038
宮古市小山田 1－ 1－ 1
( 宮古合同庁舎１F)

0193（63）8609

ハ ロ ー ワ ー ク 花 巻
〒025 –0076
花巻市城内 9－ 27
( 花巻合同庁舎１F)

0198（23）5118

ハ ロ ー ワ ー ク 一 関
〒021 –0026
一関市山目字前田 13 － 3

0191（23）4135

ハ ロ ー ワ ー ク 水 沢
〒023 –8502
奥州市水沢東中通り 1－ 5－ 35

0197（24）8609

ハ ロ ー ワ ー ク 北 上
〒024 –0091
北上市大曲町 5－ 17

0197（63）3314

ハローワーク大船渡
〒022 –0002
大船渡市大船渡町字赤沢 17 － 3
( 大船渡合同庁舎１F)

0192（27）4165

ハ ロ ー ワ ー ク 二 戸
〒028 –6103
二戸市石切所字荷渡 6－ 1
( 二戸合同庁舎１F)

0195（23）3341

ハ ロ ー ワ ー ク 久 慈
〒028 –0051
久慈市川崎町 2－ 15

0194（53）3374


